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 地方自治法第１９９条第９項の規定により、令和５年１１月１日から同月２７日まで 

実施した定期監査結果を別紙のとおり公表する。 
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              宇佐市監査委員  衛 藤 義 弘 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

令和５年度第４回定期監査結果報告 

 

１．監査の対象  会計課 

 

２．監査の期間  令和５年１１月１日から同月２７日まで 

 

３．監査の着眼点 

財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているか、経営に係る事業の 

管理が合理的に行われているか、また、前回監査の指摘事項等が改善されているか 

などに着眼し、監査を実施した。 

 

４．監査の実施方法及び内容 

令和５年４月１日から令和５年９月３０日までの事務事業に関する執行状況を 

主体とし、関連のある重要な事項については遡及した。 

担当課から監査資料により説明を聴取するとともに、財務事務並びに個別の事務 

事業について、監査の着眼点を踏まえ、関係書類の調査及び関係職員の説明を聴取 

し、監査を実施した。 

 

５．監査の結果 

監査の結果について、概ね良好に事務処理されており指摘事項等はいずれもなし。 

なお、本報告書に記載するに至らない軽微な事項については、監査を進めるなかで

その都度、担当課に指摘し改善を求めた。今後も引き続き適正な事務処理に努められ

たい。 

 

【指摘事項】 該当なし 

 

【注意事項】 該当なし 

 

【要望事項】 該当なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

令和５年度第４回定期監査結果報告 

 

１．監査の対象  教育総務課 

 

２．監査の期間  令和５年１１月１日から同月２７日まで 

 

３．監査の着眼点 

財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているか、経営に係る事業の 

管理が合理的に行われているか、また、前回監査の指摘事項等が改善されているか 

などに着眼し、監査を実施した。 

 

４．監査の実施方法及び内容 

令和５年４月１日から令和５年９月３０日までの事務事業に関する執行状況を 

主体とし、関連のある重要な事項については遡及した。 

担当課から監査資料により説明を聴取するとともに、財務事務並びに個別の事務 

事業について、監査の着眼点を踏まえ、関係書類の調査及び関係職員の説明を聴取 

し、監査を実施した。 

 

５．監査の結果 

監査の結果において後述する事項については、早急に是正するよう検討され、その

措置状況の具体的結果を令和６年１月３１日（水）までに文書により報告されたい。 

監査結果を参考として措置を講じられたときは、その旨を報告しなければならない

ものであり、その内容は公表することとされているので、事務処理に遺漏のないよう

対処されたい。 

なお、本報告書に記載するに至らない軽微な事項については、監査を進めるなかで

その都度、担当課に指摘し改善を求めた。今後も引き続き適正な事務処理に努められ

たい。 

 

【指摘事項】 該当なし 

 

【注意事項】 

（１）契約事務について 

基本的な契約事務処理に適正を欠くものが以下のとおり確認された。 

今後は、契約に関する法令、例規、庁内マニュアル等を遵守し、適正な契約事務

を執行されたい。 

①契約保証金の免除の根拠となる添付資料に不備があるもの 

②長期継続契約の適用法令が誤っているもの 

 

 

 



 

 

【要望事項】 

（１）契約事務について 

①年度当初から業務が発生する契約の締結時期について 

通常、受託者が業務に着手する際には契約締結後、一定の準備期間が必要にな

ると思われる。年度当初から業務が発生する契約については、債務負担行為及び

長期継続契約等により前年度中に契約を締結しているが、契約締結日が年度末と

なっており、準備期間が確保されていないものが散見される。よって、契約の締

結については、受託者が契約締結日から履行開始日まで適切な準備期間を確保で

きる時期までに行うこと及びそのために必要となる債務負担行為等の設定時期

についても十分検討すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

令和５年度第４回定期監査結果報告 

 

１．監査の対象  議会事務局 

 

２．監査の期間  令和５年１１月１日から同月２７日まで 

 

３．監査の着眼点 

財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているか、経営に係る事業の 

管理が合理的に行われているか、また、前回監査の指摘事項等が改善されているか 

などに着眼し、監査を実施した。 

 

４．監査の実施方法及び内容 

令和５年４月１日から令和５年９月３０日までの事務事業に関する執行状況を 

主体とし、関連のある重要な事項については遡及した。 

担当課から監査資料により説明を聴取するとともに、財務事務並びに個別の事務 

事業について、監査の着眼点を踏まえ、関係書類の調査及び関係職員の説明を聴取 

し、監査を実施した。 

 

５．監査の結果 

監査の結果において後述する事項については、早急に是正するよう検討され、その

措置状況の具体的結果を令和６年１月３１日（水）までに文書により報告されたい。 

監査結果を参考として措置を講じられたときは、その旨を報告しなければならない

ものであり、その内容は公表することとされているので、事務処理に遺漏のないよう

対処されたい。 

なお、本報告書に記載するに至らない軽微な事項については、監査を進めるなかで

その都度、担当課に指摘し改善を求めた。今後も引き続き適正な事務処理に努められ

たい。 

 

【指摘事項】 該当なし 

 

【注意事項】 

（１）契約事務について 

基本的な契約事務処理に適正を欠くものが以下のとおり確認された。 

今後は、契約に関する法令、例規、庁内マニュアル等を遵守し、適正な契約事務

を執行されたい。 

①契約必要書類が落札通知日より７日以内に提出されていないもの 

 

 

 

 



 

 

【要望事項】 

（１）契約事務について 

①年度当初から業務が発生する契約の締結時期について 

通常、受託者が業務に着手する際には契約締結後、一定の準備期間が必要にな

ると思われる。年度当初から業務が発生する契約については、債務負担行為及び

長期継続契約等により前年度中に契約を締結しているが、契約締結日が年度末と

なっており、準備期間が確保されていないものが散見される。中には契約締結日

が新年度の 4 月 1 日となっており、契約締結日と履行開始日が同日となっている

ものもある。よって、契約の締結については、受託者が契約締結日から履行開始

日まで適切な準備期間を確保できる時期までに行うこと及びそのために必要と

なる債務負担行為等の設定時期についても十分検討すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

令和５年度第４回定期監査結果報告 

 

１．監査の対象  税務課 

 

２．監査の期間  令和５年１１月１日から同月２７日まで 

 

３．監査の着眼点 

財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているか、経営に係る事業の 

管理が合理的に行われているか、また、前回監査の指摘事項等が改善されているか 

などに着眼し、監査を実施した。 

 

４．監査の実施方法及び内容 

令和５年４月１日から令和５年９月３０日までの事務事業に関する執行状況を 

主体とし、関連のある重要な事項については遡及した。 

担当課から監査資料により説明を聴取するとともに、財務事務並びに個別の事務 

事業について、監査の着眼点を踏まえ、関係書類の調査及び関係職員の説明を聴取 

し、監査を実施した。 

 

５．監査の結果 

監査の結果において後述する事項については、早急に是正するよう検討され、その

措置状況の具体的結果を令和６年１月３１日（水）までに文書により報告されたい。 

監査結果を参考として措置を講じられたときは、その旨を報告しなければならない

ものであり、その内容は公表することとされているので、事務処理に遺漏のないよう

対処されたい。 

なお、本報告書に記載するに至らない軽微な事項については、監査を進めるなかで

その都度、担当課に指摘し改善を求めた。今後も引き続き適正な事務処理に努められ

たい。 

 

【指摘事項】 該当なし 

 

【注意事項】 該当なし 

 

【要望事項】 

（１）会計事務について 

①収入科目等の過誤防止対策について 

法人市民税の収入について、手書き納付書の読み込みエラーにより、現年課税

分が滞納繰越分に収入されているものが散見された。収入の確認については、担

当（納税係）が翌月初旬にエラーチェックを行なっており、当該誤収入について

も既に正しい科目等（現年課税分）に振替されているが、当該過誤は今後も発生

する状況であるため、早急に対策を講じること。 



 

 

（２）契約事務について 

①完了検査の時期の確保について 

委託契約のうち履行期限を年度末に設定しているものがあるが、委託の完了 

検査の時期は完了通知の受領日から 10 日以内である。検査は年度内に完了させ

る必要があるため、履行期限である年度末当日に完了通知の提出があった場合、

業務が設計図書に従い適正に履行されているかどうか等の確認を行うための検

査の時期は、当該完了通知の提出日当日に限定される。このため、検査の時期を

十分に確保できないこと、また検査により履行の内容の全部又は一部が契約に違

反し又は不当であることを発見したときに、その是正又は改善を求める期間を年

度内にとれなくなり、延いては事故繰越等により市に損害を与える可能性が誘発

されることが懸念される。このため、履行期限については、年度末まで業務が発

生する場合を除き、年度末から 10 日以上前に設定し、完了検査の時期を十分確

保できるようにすること。 

なお、業務が年度末まで発生するため、履行期限が年度末になる場合について

も、あらかじめ毎月の出来高の確認を行う等により、年度末の完了検査をスムー

ズに行うことができるような方法をとること。 


